
仕 様 書 

 

１ 件 名 ： デジタルサイネージ運営業務委託 

 

２ 委託内容 ： 大阪公立大学に設置されたデジタルサイネージ機器における、大学関連 

情報および企業宣伝広告の運用ならびに維持管理業務の委託 

 

３ 特記事項 ： １．デジタルサイネージ機器 

（１）設置機器 

パナソニック SQE2 TH-65SQE2J 65v型 

（２）設置場所および台数 

大阪公立大学 森之宮キャンパス内 9か所（予定） 

設置場所については別紙１のとおり 

デジタルサイネージ運営に必要な無線通信設備については請負者が準備

するものとする。なお、各設置場所については無線通信設備用電源が配

線されている。 

デジタルサイネージ機器については、公立大学法人大阪（以下「法人」

という）にて（１）の機器を 5 台準備し設置するが、それ以外の場所に

ついては請負者が機器設置するものとする。なお、請負者が設置する機

器の仕様については法人が設置するものと同程度のサイズ（55型～65型

程度）とし、法人と請負者で調整のうえ決定すること。 

（３）運営時間 

別紙 2のとおり 

２．業務内容 

請負者は、以下の業務に従事すること。 

（１）デジタルサイネージに企業情報を広告として掲載する企業等（以下「参

加企業」という。）の募集 

・参加企業については決定次第、法人に通知すること。 

（２）参加企業の広告準備 

・参加企業と請負者で協議し、掲載広告を準備すること。 

・掲載広告の内容について、適切な審査体制をとること。審査体制につ

いては企画提案書内に記載すること。審査が完了次第、掲載広告の内

容を法人に報告すること。 

・掲載広告の構成は請負者の提案によるものとするが、設置場所の環境

に相応しい広告内容として、学生等の教育、研究、就職活動その他の

学生生活に資する情報提供に幅広く対応できること。 



（３）参加企業の広告および法人が提供する情報の放映および管理 

・請負者にて作成した掲載広告およびそれ以外の法人が提供する大学関

連情報（以下「コンテンツ」という）を編集すること。 

・コンテンツをデジタルサイネージ機器に放映するシステムを構築する

こと。 

・各コンテンツについて、参加企業及び法人より更新、差し替えの申し

出があった場合は速やかに対応すること。なお、掲載広告の差し替え

にあたっては、内容が大幅に変更される場合、前条に記載の審査体制

にて審査すること。 

・各コンテンツの放映回数等の運用状況について、月次ごとに法人へ報

告すること。 

・掲載広告に係る対応について、問い合わせ窓口を設置すること。また、

トラブルが発生した場合の対応にあたっては法人の指示に従うこと。 

・機器が故障および破損した場合、請負者が設置したデジタルサイネー

ジ機器および無線通信設備については請負者にて修理等を行うこと。

法人が設置したデジタルサイネージ機器については、法人にて修理等

を行うものとする。 

・故障および緊急時の対応体制について、適切な体制を構築すること。 

（４）本業務を通じて得られた広告料の納入 

・参加企業から徴収した広告料の額を法人へ報告すること。 

・報告した金額を基に、請負者の事業経費等手数料を差し引いた金額を

法人へ納入すること。 

（５）本業務を通じて得られた効果の検証 

・参加企業の掲載広告による効果について法人と連携して検証を行うこ

と。 

・検証に必要な学生に関するデータについては法人から提供するものと

する。 

３．その他 

（１）本仕様書は最低限必要な事項を示すものであり、提案書において提案

された事項は請負者が履行の義務を負う。 

（２）請負者には賃借権、営業権等の私法上の権益は一切認めないこと。 

（３）特定の参加企業に有利にならないよう、各掲載広告の放映回数等の設

定に留意すること。 

（４）大阪公立大学森之宮キャンパスには既にデジタルサイネージ機器が設

置されているが、本業務の対象外であることに留意すること。 

（５）本件について契約締結後、他キャンパスに設置されている既存デジタ

ルサイネージの運営委託について別途契約を締結する可能性がある。 



 

４ 履行期間 ： 契約締結日 ～ 令和 8年 3月 31日(火) 

         継続して委託することが適当であると法人が認めた場合は、令和８年度以降

の契約を最大 5年まで年度ごとに更新することがある。 

 

５ 履行場所 ： 大阪公立大学 森之宮キャンパス 

   〒536-0025 大阪府大阪市城東区森之宮 2丁目 

    ※正式な住所につきましては現在関係各所と調整中です 

 

６ そ の 他 ： 本仕様書について定めのない事項及び疑義が生じた場合は、事前に担当者に 

         確認すること。 

 



別紙１ 

森之宮キャンパス デジタルサイネージ設置予定場所 

 

階 法人購入機器 設置予定場所 請負者機器 設置予定場所 

1 エントランスホール ラウンジ 

2 エントランスホール  

3  学習ラウンジ（講堂前） 

4 図書館出入口（EVホール側）  

5  図書館内リラックススペース 

6 ホール または ラウンジ  

7  ホール 

8   

9   

10   

11   

12 OMUスカイラウンジ  

 

・ 各場所にサイネージ機器を 1台ずつ設置予定 

・ 設置場所の詳細については現在調整中のため、変更が生じる可能性がある。 



別紙２ 

デジタルサイネージ機器運営時間 

 

原則下記のとおりとするが、都度法人の指示を受けること。 

 

〇4月～7月、10月～12月、8月および 1月、2月の休業期間外 

月 火 水 木 金 土 日 

 9：00～19：00 10：00～18：00 

 

〇8月、9月（夏季休業期間）、1月、2月（冬季休業期間）、3月 

月 火 水 木 金 土 日 

10：00～17：00 放映なし 

 

 

 

 


